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独立行政法人航海訓練所 年度計画（平成１３事業年度）

国土交通大臣が定めた独立行政法人航海訓練所（以下「航海訓練所」という ）の。

中期目標を達成するため、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３０

条に基づいて国土交通大臣の認可を受けた航海訓練所の中期計画を踏まえ、平成１３

事業年度の業務運営に関する計画を以下のとおり定める。

１．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

(1) 組織運営の効率化の推進

１６年度早期からを目標とする組織運営の効率化（５隻体制への再編整理）を推

進するため、最新の船舶技術及びＩＴを導入した訓練機材等を装備する「次世代対応

練習船」の整備に取り掛かるとともに、既存練習船への訓練機材の整備を図る。

(2) 人材の活用の推進

理事長、理事２名及び監事２名 の役員及び４７２名の職（うち１名は非常勤）

員を確保するとともに、大学等の教育研究機関あるいは海事関係行政機関等の知

見を活用し、組織の一層の活性化を図るため、これら機関等との人事交流を推進

し、本事業年度の期間中（以下 「期間中」という ）に４４名以上の人事交流を、 。

図る。

(3) 業務運営の効率化の推進

２－（１）－（d）及び７により、訓練機材等の整備を図るとともに、実習生

等の定員に対する充足率６０％程度となっている訓練施設（船隊）の効率的な運

用を図るため、次世代練習船の整備に取り掛かる。

また、業務運営の効率化を図るため、施設管理業務等の外部委託を検討すると

ともに、陸上部門と船間のネットワークを整備するに際し、書類の電子化にむけ

た対策を講ずる。

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置

(1) 航海訓練の実施

独立行政法人航海訓練所法第１０条第１号に基づき、実習生に対する航海訓練

を実施する。

訓練課程の設定並びに実習生の配乗計画は、船舶職員法関係法令を遵守し、ま

た海上安全船員教育審議会の答申を尊重するとともに、船員教育機関及び海事産

業界からの意見を反映するよう努める。

以上に関連し、期間中に下記の達成を図る。
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(a) 訓練課程及び指導要領の見直し

① 三級海技士養成

航海科・機関科訓練それぞれの深度化及び船舶の技術革新への対応並び

に海の高度情報化対応訓練、ＧＭＤＳＳ資格訓練及び船舶運航を通じた実

践的海事英語訓練の導入を図るための訓練課程及び指導要領（商船大学及

び商船高専用）の見直しを実施する。

② 四級海技士養成

三級海技士に係る課程等の見直しと併せ、四級海技士の訓練課程及び指

導要領の見直しに向けて、内航海運の運航実態把握に努める。

(b) 実習生の適正な配乗計画と受入計画

各船員教育機関からの科別、学年別受入実績を踏まえて実習生の受入計画

を立て、各船員教育機関の養成内容及び関係法令の要件等に基づいて６隻体

制での最適な配乗を計画する。更に船隊再編整理後の５隻体制における最適

な配乗を検討しつつ、各船員教育機関との調整に取り掛かる。

(c) 訓練の達成目標

再指導等の徹底により、訓練課程の過去５年の修了実績（９８％）を維持

する。

(d) 訓練機材の整備

技術革新等に対応し、より効果的・効率的な訓練を実施するため、各練習

船と陸上部門との情報通信ネットワークの整備、日本丸の海洋環境保護装置

の更新及び大成丸に自動制御実習装置の装備を図る。

(e) 意見交換会の開催

社会的なニーズに対応し、より効果的な航海訓練の実施に資するため、船

員教育機関及び海事産業界等との意見交換会を８回程度開催する。

(f) 実習生による評価

実習生による訓練評価を、実施するための評価様式及び評価結果の処理方

式を具体化する。

(g) 職員研修

職員の職階別、職務別に、延べ２５名以上に対し、内部研修及び外部の研

修実施機関等への委託研修を計画し、実施する。

なお、職員としての資質の向上を図り、かつ、より効果的な航海訓練の実

施及び研究活動の活性化を図るため、職員を海外の大学等教育研究機関に留

学させることも検討する。
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(h) 安全管理の推進

人の安全確保及び健康保持増進並びに財産及び環境の保全を図るため、管

理体制を充実するとともに、各個人の意識啓蒙を図るため、次を実施する。

① 船舶安全運航管理システムを構成するサブシステムを策定する。

② 健康保持増進計画の確立に向け、同計画を策定する。

、 。③ 会議 季刊紙等を通じて安全衛生及び安全管理に関する意識啓蒙を図る

（i) 自己点検・評価体制の確立

自己点検・評価体制のあり方を検討し、その規程の整備を図る。

(2) 研究の実施

独立行政法人航海訓練所法第１０条第２号に基づき、航海訓練に関する研究

を実施するとともに、その成果の航海訓練への活用を図る。

(a) 研究件数

新規項目及び継続項目を合わせて１８件程度の独自研究並びに運航技術分

野、環境分野及び省エネ分野を中心に新規項目及び継続項目を合わせて１５

件程度の共同研究を行う。

(b) 研究体制の充実と研究活動の活性化

期間中に整備する陸上部門と船間のネットワークを活用して研究体制の弾

力化を図るとともに、研究体制を分析し、自己点検・評価体制のあり方を検

討して、その規程の整備を図る。

(3) 成果の普及・活用促進

独立行政法人航海訓練所法第１０条第３号に基づき、次の附帯業務の実施を

図る。

(a) 技術移転等の推進に関する業務

① 国内の船員教育機関及び海事関係行政機関等並びに国外の政府機関等の

要請に応じ、１５機関程度から、合計６０名程度の研修員を受け入れる。

、 。② 国外の政府機関等の要請に応じ ２名程度の船員教育専門家を派遣する

③ 関係委員会等の要請に応じ、専門分野の委員等として、延べ１９名程度

職員を派遣する。

④ 技術移転等を推進するため、１件程度の国際会議等に参画する。

(b) 研究成果の普及・活用推進

研究終了項目及び継続項目から６件程度の論文発表並びに５件程度の学会

発表を行う。
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また、必要に応じて特許等の出願を図る。

(c) 海事思想普及等に関する業務

海事思想普及等に関する次の業務を実施する。

① 練習船の寄港地における一般公開 ２５回程度

② 練習船の寄港地近隣の小中学校児童等を対象とする練習船見学会

１５回程度

③ より効果的な海事思想普及等のあり方に関する調査

(d) 広報活動の推進

広報活動を推進するため、独自のホームページを開設するとともに、新た

なパンフレットを作成する。また、情報開示のための閲覧室を事務所内に設

置する。

３．予算、収支計画及び資金計画

(1) 自己収入の確保

、 （ ） 、期間中に 乗船実習証明書 乗船履歴証明書 の再発行手数料の徴収を開始し

自己収入の確保を図るとともに、受託収入の確保を図ることを検討する。

(2) 期間中の予算計画

区 別 金 額（百万円)

収入

運営費交付金 7,412

船舶建造費補助金 667

業務収入 0

その他の収入 0

計 8,079

支出

業務経費 2,362

船舶建造費 667

人件費 4,847

一般管理費 203

計 8,079

［人件費の見積り］

年度中総額４，０７０百万円を支出する。

但し、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休

職者給与及び国際機関派遣職員給与に相当する範囲の費用である。
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(3) 期間中の収支計画

区 別 金 額（百万円)

費用の部 7,495

経常経費 7,495

業務費 6,853

一般管理費 559

減価償却費 83

収益の部 7,495

運営費交付金収益 7,412

業務収入 0

その他の収入 0

資産見返負債戻入 83

資産見返物品受贈額戻入 83

純利益 0

目的積立金取崩額 0

総利益 0

(4) 期間中の資金計画

区 別 金 額（百万円)

資金支出 8,079

業務活動による支出 7,412

投資活動による支出 667

次期中期目標の期間への繰越金 0

資金収入 8,079

業務活動による収入 7,412

運営費交付金による収入 7,412

業務収入 0

その他の収入 0

投資活動による収入 667

船舶建造費補助金による収入 667

６．剰余金の使途

期間中に生じた剰余金は、本年度計画の達成状況を見つつ、次に充てる。
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① ２－（１）－（d） 訓練機材の整備

② ２－（１）－（h） 安全管理の推進

③ ２－（２） 研究の実施

７．その他主務省令で定める業務運営に関する事項

(1) 施設・設備の整備

次世代対応練習船の建造（４ヶ年計画）のための仕様書を作成し、建造契約

を締結する。

(2) 人事に関する計画

( ) 方針a

業務運営の効率化と人員配置の見直しにより、次年度の人員抑制の具体策

を検討する。また、船員法の完全適用に向けて、業務運営の効率化と人員配

置の見直しによる人員の抑制の観点に立った予備船員制度を具体的に検討す

る。

（参考）

期間中の人件費総額見込み ４１億円


